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企業 

○障害者団体、障害者支援団体 

○地域障害者職業センター 

○障害者就業･生活支援センター 

○職業能力開発校 

○障害者地域生活支援センター 

○福祉事務所  等 

  ・専門援助部門が担当 

 ・就労支援コーディネーターを 
   配置し、関係機関と調整 

主査：ハローワーク職員 
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障害者就労に向けたハローワークを中心とした「チーム支援」  

○ 福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、 

 ハローワーク職員（主担当）と福祉施設等の職員、市町村の職員等がチームを 

 結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施（平成18年度から実施） 

    

○授産･更正施設、小規模作業所 

○医療・保健・福祉機関 

○特別支援学校 

○精神障害者社会適応訓練事業  

 の協力事業所 等 

 副主査：福祉施設等職員 

 

  【22年度実績】 

    支援対象者数 16,682人 

      就職者数   8,554人 

      就職率    51.3％ 



【参考】障害者雇用率は、近年高まっており、平成23年は、１．６５％（平成18年 １．５２％） 

「チーム支援」の実績 
○ 障害者自立支援法が施行した平成18年度からモデル事業（10所）として開始。 

 平成19年度から全国実施し、年々支援対象者が増加するとともに、高い就職率を維持。 

○ 知的障害者や精神障害者の利用割合が高く（全体の約85％）、障害特性に応じた 

 きめ細かな支援を実施。 

支 援 対 象 者 就 職 件 数 就 職 率 

平成19年度 3,568人 1,778人 49.8％ 

平成20年度 10,442人 5,202人 49.8％ 

平成21年度 13,801人 6,354人 46.0％ 

平成22年度 16,682人 8,554人 51.3％ 

＜チーム支援の実施状況＞ 

＜チーム支援の障害種別の実施状況（平成22年度）＞ 

支 援 対 象 者 （ 構 成 比 ） 就 職 件 数 （ 構 成 比 ） 

身体障害者 2,000人（12.0％） 1,010人（11.8％） 

知的障害者 9,117人（54.7％） 4,999人（58.4％） 

精神障害者 5,155人（30.9％） 2,376人（27.8％） 

その他（*） 410人（2.5％）  169人（2.0％） 
 

  ＊その他とは、発達障害や高次脳機能障害など 



企業ノウハウを活用した福祉施設における就労支援の促進 

～ 障害者就労支援基盤整備事業 ～ 

労働局 

福祉施設 企業 

○ 企業における就労についての理解が不十分 

○ 就労支援ノウハウの不足 

企業からみた福祉的就労に対する問題意識 

○ 施設での訓練だけでは技術面で未熟 

○ 企業で働くということに対する意識が不十分 

○ 基本的労働習慣が未形成 

・ 障害者の雇用管理等の知識・経験を有する企業 

 の人材を「障害者就労アドバイザー」として登録 

・ 一般雇用に関する理解、就労支援方法に 

 関する「福祉施設等就労支援セミナー」の実施 

・ 「障害者就労アドバイザー」の派遣 

これらの問題を解決し、福祉から雇用への移行を促進 

福祉施設を利用している障害者の雇用に消極的 

・一般雇用に対する不安 

・企業の実態と乖離した作業内容 

・作業に慣れた障害者でも、一般雇用への送り 

 出しに消極的 

福祉施設における就労支援の問題点 



特別支援学校の生徒と親の、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進 

～ 「障害者就労支援基盤整備事業」の拡充 ～ 

都道府県労働局が「基盤整備事業」を実施 

  企 業 

企業の求める資質 

○ 基本的労働習慣 

○ 企業で働くということに対する意識 

○ コミュニケーション能力 

○ 安定した生活習慣 

○ 就労支援セミナー 
（特別支援学校の教師、生徒・保護者等を対象として実施） 

卒業時点の就職は約２割 

特別支援学校における就労支援への期待 

○ 生徒の障害の重度・重複化、多様化 

特別支援学校における就労支援の課題 

○ 事業所見学会 

○ 職場実習のための事業所面接会 

  特別支援学校 
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一般雇用や雇用支援策に関する理解を促進 

就職 

○ 「障害者就労アドバイザー」による助言 
（企業関係者を労働局に登録） 

特別支援学校における就労支援の取組を強化 

○ 生徒や保護者の一般雇用に対する不安 

○ 卒業生の６割が福祉施設に入所 

○ 企業の実態を踏まえた就労支援の改善 



医療機関等との連携による 
精神障害者等のジョブガイダンス事業 

  医療機関等を利用している精神障害者及び発達障害者を対象に、ハローワークの職員が医療
機関等を訪問して、就職活動に関する知識や方法についてガイダンスを行うことにより、職業準
備性や就職意欲を高め、就職に向けた取組を的確に行えるよう援助を行います。 

 

平成22年度実績 ジョブガイダンス受講人数 1,786人（全国404カ所の医療機関等で実施） 

○精神科病院 
○精神科診療所 
○精神保健福祉センター 
○保健所 
○障害福祉サービス事業者 
○発達障害者支援センター 

連携先機関 

【ジョブガイダンスの内容】 
○オリエンテーション、職業講話 
 （働く意義、労働市場の動向等） 
○求職活動の方法 
 （求人情報の見方、履歴書の 
  書き方、電話の対応方法、 
  面接の受け方等） 
○職場におけるマナー 
○服薬管理の重要性  等 

ハローワーク 

対象者 

   就職に向けた取組 

   （求職活動、職業リハビリテーション等） 

就職意欲の高い 

「精神障害者」と「発達障害者」 

ジョブガイダンス 
連携先機関を訪問  

1日2時間で 
３日～５日間 



10,520人/年 

特別支援学校 
卒業生16,073人/年 

3,792人/年 

 法定社会福祉施設  

969人/年 

一般就労 

への現状 

就職 

就労移行支援                 約２．１万人 

就労継続支援Ａ型、福祉工場          約１．５万人 

就労継続支援Ｂ型、旧法授産施設   約１６．０万人 

下記以外：国保連データ（２３年４月サービス提供分） 
社会福祉施設等調査（２１年１０月１日現在）：福祉工場、小規模通所授産、精神障害 

                              者授産施設 

雇用者数 

４４８，０００人 

 

地域 

生活 

企 業 等 

ハローワークから
の紹介就職件数 

５２，９３１人 

（平成２０年度） 

（平成２２年度） 

（平成22年3月卒） 

               

小規模作業所 約２．０万人 

地域活動支援ｾﾝﾀｰ    

（平成２２年４月） 

○ 「教育」から「雇用」へ、「福祉」から「雇用」への移行について、更なる拡大が必要。 

 障害者雇用の課題① 

雇用施策の対象となる障害者数／地域の流れ 

        ① 特別支援学校から一般企業への就労が約２４％  

        ② 社会福祉施設から一般企業への就職が年間１％～２％→就労移行１２．１％ 

就労系障害福祉サービス 

から一般就労への移行 
 

1,288人/ H15 1.0 
 

2,460人/ H18 1.9倍 
 
3,293人/ H21 2.6倍 
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※平成23年6月1日現在 

全体：45.3％ 

56～99人：43.1％ 

100～299人：47.0％ 

300～499人：45.0％ 

500～999人：44.3％ 

1,000人以上：49.8％ 

(56～99人) 
(1,000人以上) 

(全体) 

(500～999人) 

(300～499人) 

(100～299人) 

1.84 

1.65 

1.65 

 

1.57 

1.40 

1.36 (500～999人) 

(1,000人以上) 

(300～499人) 

（全体） 

(100～299人) 

(56～99人) 

49.8 

47.0 

45.3 
45.0 
44.3 

43.1 

  ○ 全体として法定雇用率には未だ届いておらず、企業数全体でも達成企業は半数以下。 
  ○ 特に中小企業の取組みが遅れている。 

  障害者雇用の課題② 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に 
   比較することは適当でない状況である。 



○ 就労困難な重度知的障害者や急増する精神障害者の雇用がなかなか進まない。 
 
○ 加えて、発達障害、高次脳機能障害など新たな障害特性に応じた雇用管理の研究・蓄積が必要。 

 障害者雇用の課題③ 

○ 障害者新規求職者１３．３万人（平成２２年度）のうち、 

    身体：約6.4万人（約48.3％）  知的：約2.6万人（約19.4％）   精神：約4.0万人（約29.9％） 

○ 就業実態調査によれば、重度知的、精神障害者は、不就業者が就業者を大きく上回っている。  

知的、精神障害者の状況① 

知的、精神障害者の状況② 

障害程度 総計 就業者 不就業者 

計 ３５５（100.0） １８７（52.6） １６０（45.0） 

重度 １３９（100.0） ５９（42.6） ７５（54.3） 

非重度 １９０（100.0） １１６（61.0） ７１（37.3） 

知的障害者就業状況 精神障害者就業状況 

障害程度 総計 就業者 不就業者 

計 ３５１（100.0） ６１（17.3） ２８３（80.7） 

○ 雇用障害者の約３６万６千人（平成２３年６月１日の雇用状況報告）のうち、 

    身体：約28.4万人（約77.7％）  知的：約6.9万人（約18.8％）   精神：約1.3万人（約3.6％） 


